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2018 年 6 ⽉ 1 ⽇ 制 定 
2022 年 2 ⽉ 21 ⽇改正 
2023 年 ２ ⽉ 1 ⽇ 改 正 

 
早稲⽥⼤学スマートエスイープログラム受講規約 

 
本受講規約（以下、「本規約」といいます。）は、学校法⼈早稲⽥⼤学（以下、「本学」と

いいます。）が提供するスマートエスイープログラム（以下、「本プログラム」といいます。）
に関する、受講者と本学との間の契約条件を規定したものです。本プログラムを受講する個
⼈が受講を申し込む時点で本規約に同意したものとします。 
 
第１条（提供サービス） 

本プログラムの内容は、以下各号の通りとします。なお、１号から 3 号をあわせて「通
常プログラム」といいます。 
⼀. 講義（座学および演習） 
⼆. 講義動画 
三. 修了制作の指導 
 

2. 本プログラムは、早稲⽥⼤学スマートエスイーのウェブページを通じて受講申込みを
⾏うことができます。電話での申込みや申込期限を過ぎた申込みは原則として受け付
けません。ただし、応募資料に基づき、募集⼈数に沿った選考（書類選考および⾯接）
を実施するため、希望どおりにプログラムを受講できない場合があります。 

3. 本学は、本プログラムにかかる業務の⼀部を、本学以外の者に委託することがあります。 
 
第２条（本プログラムのユーザー登録） 

選考に通った受講者は、本プログラムを受講するために、所定の指⽰に従い LMS
（Learning Management System）上においてユーザー登録を⾏う必要があります。ユ
ーザー登録に関して、⼊会⾦や更新料等の費⽤は発⽣しません。 

 
第３条（本プログラムの申込み、受講料等） 

選考に通った受講者は、スマートエスイーの受講要領、及び LMS 等に提⽰される指⽰
に従い、本プログラムの受講料の納付を実施する必要があります。 

2. 本プログラムの受講申込みは、受講料を所定の⽅法により納めた時点で完了するもの
とし、⽀払いにかかる⼿数料等は受講者の負担とします。 

3. 受講⽣が開講された本プログラムの⼀部または全部を受講しない場合、振替受講及び
返⾦は⾏いません。 
 

第４条（受講上の注意） 
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本学は、本プログラムについて録画、撮影及び録⾳することがあります。撮影した映像、
⾳声及び写真等は、本学が⾏う営業活動・広報活動等において使⽤する他、受講者が復
習や⾃習等で使⽤する動画教材として LMS 上で期間を限定して配信します。万が⼀、
写りこんだ素材が使⽤されることで不利益が⽣じる受講者がいる場合には、当該受講
者が映りこんだ素材を使⽤しないよう配慮いたしますので、あらかじめ事務局スタッ
フにお申し付けください。 

2. 貴重品は必ず⼿元に置き、盗難・紛失には⼗分ご注意ください。本プログラム内で起こ
った盗難・紛失であっても、本学は⼀切の責任を負いません。万⼀、被害に遭われた場
合は警察署へ届け出てください。 

3. 受講中に⼤地震等が発⽣した場合の避難については、講師及び事務局スタッフの指⽰
に従ってください。 

4. 教室、その他設備・備品は⼤切に使⽤してください。故意過失による破損であると本学
が認めた場合、弁償していただくことがあります。 

5. オンライン講義を受講する際のインターネット接続費⽤、通信費⽤等は受講者の負担
となります。 

6. 受講者の通信状況や環境の不具合で受講ができなかった場合、振替受講や返⾦は⾏い
ません。 

 
第５条（禁⽌事項） 

本プログラムの受講にあたり、受講者が以下に定める事項を⾏うことを禁⽌します。受
講者の⾏動が以下いずれかの事項に該当すると本学が判断した場合、本学は当該受講
者の受講を中⽌させ、受講資格を取り消すことができるものとします。 
⼀. ユーザー登録及び受講申込みにあたって虚偽の申請を⾏うこと。 
⼆. 受講開始時までに登録していた以外の者が受講すること。 
三. 本プログラムを録画、撮影、録⾳すること（特別に本学が許可した場合を除く）。 
四. 本プログラムの教材等の資料の複製、改変、⼜は第三者への提供（ウェブサイト等

に掲載する場合を含む）を⾏うこと。 
五. 講師、及び他の受講者の迷惑となる⾏為や、本プログラムの進⾏を妨げる⾏為を⾏

うこと。 
六. 講師、及び他の受講者に対し、営業活動や勧誘等を⾏うこと。 
七. 公序良俗に反する⾏為や、犯罪に結びつく恐れのある⾏為を⾏うこと。 
⼋. その他、本規約に違反する受講者として不適切であると本学が判断する⾏為を⾏

うこと。 
2. 前項に基づく受講中⽌および受講資格取り消しの場合、受講料の返⾦は⾏いません。 
 
第 6 条（キャンセル規定等） 

本プログラムについて、選考に通った受講者は、受講料納付完了後、キャンセルを⾏う
ことはできず、受講⽣が開講された本プログラムの⼀部または全部を受講しない場合、
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振替受講及び返⾦は⾏いません。 
 
第７条（不開講、中⽌、休講） 

原則として、本プログラムの選択科⽬講義については、最低開講⼈数を 5 ⼈とします。 
2. 本学は、本プログラムの選択科⽬講義の申込者数が、前項に定める最低開講⼈数に達し

ない場合、当該講義を開講しないことがあります。当該選択科⽬が不開講となった場合、
すみやかに本学から受講申込み者へ通知します。 

3. 本学は、以下の各号に該当する場合、本プログラムの内の⼀部を開講せず、⼜は以後の
開講を⾏わないことがあります。この場合、本学は本プログラムに申込み済の受講者に
対して、開講されないこととなった講義の回数に応じて、当該科⽬の振替等の対応を⾏
います。 
⼀. 早稲⽥⼤学キャンパス設備の保守上または⼯事上やむを得ない場合 
⼆. 地震等の天災、停電等により本プログラムの提供が困難な場合 
三. インターネットを通じた不正なアクセス等の理由により本プログラムの提供が困

難な場合 
四. その他、本学が本プログラムを提供することが困難であると判断した場合 

4. 本学は、本プログラムの⼀部について、講師の病気、気象状況やネットワークトラブル
等のやむを得ない事情により、講義を休講とする場合があります。休講情報は、LMS に
てお知らせします。 

5. 前項に定める休講により本プログラム規定の実施回数を満たさない場合、原則として
補講を⾏います。補講に関する情報は別途 LMS にてお知らせします。補講に出席でき
ない場合でも受講料は返⾦いたしかねますのでご了承ください。 

6. 休講及び補講の際に⽣じた交通費等の損害は補填いたしません。 
 
第 8 条（個⼈情報） 

本学は、受講者が本プログラムを受講する過程において本学が知り得た受講者に関す
る個⼈情報（以下、「個⼈情報」という。）について、スマートエスイーLMS 及び早稲
⽥⼤学ウェブページに掲載される、「早稲⽥⼤学における個⼈情報の取り組みについて」
「早稲⽥⼤学の情報セキュリティへの取り組み」「早稲⽥⼤学情報セキュリティポリシ
ー」に従い、本プログラムの提供、本学が提供するサービスの改善、営業活動ならびに
プログラム開発活動のために利⽤いたします。  

 
第 9 条（機密情報・知的財産および損害賠償） 

受講者は、本プログラム内で開⽰された情報のうち、秘密であることが明⽰された情報、
および、情報を開⽰した者（以下、「開⽰者」という。）が開⽰後７⽇以内に秘密である
旨を当該情報を受領した者（以下、「受領者」という。）に書⾯または電⼦メールで通知
した情報について、開⽰者の事前の書⾯による承諾なく、機密情報を第三者に対して開
⽰または漏洩してはならないものとします。 
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2. 前項に関わらず、次の各号の⼀に該当する情報は機密情報に含まれないものとします。 
⼀. 開⽰者から知得する以前に既に公知の情報 
⼆. 開⽰者から知得する以前に既に⾃⼰で所有していた情報 
三. 開⽰者から知得後、⾃⼰の責に帰し得ない事由により公知となった情報 
四. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得した情報 
五. 機密情報に依らずに、⾃⼰で独⾃に開発した情報 

3. 受領者が得た機密情報は、本プログラムのために必要な限りにおいて利⽤できるもの
とし、事前に開⽰者の書⾯による承諾を得ない限り、本プログラム以外の⽬的には⼀切
使⽤または利⽤してはならないものとします。 

4. 受領者は、本プログラム内での機密情報の情報管理措置について開⽰者から指⽰があ
る場合、その指⽰に従って機密情報を管理し、開⽰者から求めがあった場合は、その管
理状況について開⽰者に報告するものとします。 

5. 機密情報の漏えい等の事故が発⽣したときは、当該事故の発⽣原因の如何にかかわら
ず、機密情報を漏えいした受領者は、直ちにその旨を当該機密情報の開⽰者に報告し、
開⽰者の指⽰に従って直ちに応急措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じた
後、直ちに当該事故および応急措置の報告並びに事故再発防⽌策を書⾯により開⽰者
に提⽰しなければなりません。 

6. 受領者は、本プログラムに関わる従業員および役員に対してのみ機密情報を取り扱わ
せるものとし、受領者が負う責任と同等の責任を誓約書により当該従業員および役員
に負わせるものとします。 

7. 機密情報の開⽰により、開⽰された情報に含まれる開⽰者の発明、考案、意匠、著作権
その他の知的財産権（以下、「知的財産権」という。）は移転しません。 

8. 本学および受講者は、本プログラムの活動中に⽣じた知的財産権（以下、「当該権利」
という。）については、当該権利の帰属、取扱い等について別途協議のうえ決定するも
のとします。ただし、その決定に際しては、以下の取り決めに従うこととします。 
⼀. 受講者は、本学に対し、本学が展開する教育研究活動およびそれに伴う広報活動の

範囲内に限り、無償で当該権利を利⽤することを許諾することとします。かかる利
⽤に対して著作権者は著作者⼈格権を⾏使せず、また第三者をして⾏使させない
ものとします。 

⼆. 当該権利に係る事業活動を⾏う際には、「本学の本プログラムを通じて得た成果で
ある」旨の⽂⾔を記載するよう努めてください。 

9. 本学および受講者は、⾃らの責に帰すべき事由により他の当事者に損失・損害を与えた
場合、実損の範囲内において当該当事者に対し賠償の責任を負うこととします。ただし、
機密情報の漏えいによる損失・損害については、実際に漏えいの発⽣した受講者が、当
該機密情報の開⽰者に対してのみ賠償することとします。 

10. 機密情報および知的財産にかかる条項（第 3 項乃⾄第 8 項）は本プログラム終了⽇か
ら 3 年間存続し、第 9 項についてはその後も存続するものとします。 
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第１０条（本規約の変更） 
本学は、本規約を随時変更することができるものとします。本規約の変更内容は、早稲
⽥⼤学スマートエスイーのウェブページに変更後の規約を提⽰してお知らせし、規約
の変更は提⽰された時点から効⼒が⽣じるものとします。 

 
第１１条（専属的合意管轄） 

本契約に関して、訴訟の提起、調停の申し⽴て等の必要が⽣じた場合、東京地⽅裁判所
を、第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 


